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輸入種苗検疫要綱(昭和 53年９月 30日付け 53農蚕第 6963号農蚕園芸局長通達)一部改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別表２（第８関係） 

 ２次検査の方法 

種苗の

種類 

植物の種類 検査の

種類 

検査

の数

量 

対象検疫

有害動植

物等 

検査の

方法 

草花、野

菜、樹木

、 牧草、

特 用 作

物 等 の

種子 

（１）～（17

）（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（18）きゅ

うり、シト

ルルス・ア

マルス、す

いか、せい

ようかぼち

ゃ、せいよ

うかぼちゃ

及びにほん

かぼちゃの

交雑種、と

うがん、に

がうり、に

ほんかぼち

ゃ、ペポか

ぼちゃ、メ

ロン、ゆう

（略） （略） （略） （略） 

別表２（第８関係） 

 ２次検査の方法 

種苗の

種類 

植物の種類 検査の

種類 

検査

の数

量 

対象検疫

有害動植

物等 

検査の

方法 

草花、野

菜、樹木

、 牧草、

特 用 作

物 等 の

種子 

（１）～（17

）（略） 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（18）きゅ

うり、すい

か、せいよ

うかぼちゃ

、せいよう

かぼちゃ及

びにほんか

ぼちゃの交

雑種、とう

がん、にが

うり、にほ

んかぼちゃ

、ペポかぼ

ちゃ、メロ

ン、ゆうが

お 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） 
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がお 
     

（19）～（28

）（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（注）（１）～（３）（略） 

 

別表３（第 12関係） 

 １～６ （略） 

 ７ 薬剤粉衣による消毒方法の基準 

検疫有害植物

の種類 

薬剤名及び薬量 

又は濃度 

処理方法及

び処理時間 

摘 要 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

農薬取締法により登録されたも

のに限る。消毒をする場所に陸

路輸送を行う場合は、麦角菌核

混入穀類等取締り要領（昭和46

年２月６日付け45農政第2628号

農政局長通達）に準じて取り扱

う。 

（注）（略） 

 
     

（19）～（28

）（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（注）（１）～（３）（略） 

 

別表３（第 12関係） 

 １～６ （略） 

 ７ 薬剤粉衣による消毒方法の基準 

検疫有害植物

の種類 

薬剤名及び薬量 

又は濃度 

処理方法及

び処理時間 

摘 要 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

農薬取締法（昭和23年法律第82

号）により登録されたものに限

る。消毒をする場所に陸路輸送

を行う場合は、麦角菌核混入穀

類等取締り要領（昭和46年２月

６日付け45農政第2628号農政局

長通達）に準じて取り扱う。 

（注）（略） 

  
附 則 

この通知は、令和８年６月 18日から施行する。ただし、別表２に係る改正規定は、同年 12月 17日から施行する。 
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輸出国における検疫措置を必要とする植物に係る輸入検疫実施要領（平成 10 年３月 30 日付け 10 農産第 2122 号農産園芸局長通達）の一部改正新旧

対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前  

（目的及び定義） （目的及び定義）  

第１ （略） 第１ （略）  

２～６ （略） ２～６ （略）  

７ 規則別表１の２の１の項、２の項、５の項及び９の項から 14の項ま

での植物の欄に掲げる生植物並びに規則別表２の２の１の項から６の

項まで、８の項から 19の項まで、21の項、27の項、32の項、39の項

及び 40の項の植物の欄に掲げる生植物であって、試験管、フラスコ等

の中で無菌的に培養かつそれらに封入され、これらの項に掲げる検疫

有害動植物が付着しない状態で輸入される植物は、検疫措置要求植物

等に該当しないものとする。 

７ 規則別表１の２の１の項、２の項、５の項及び９の項から 14の項ま

での植物の欄に掲げる生植物並びに規則別表２の２の１の項から 19の

項まで、21 の項、27 の項、32 の項及び 40 の項の植物の欄に掲げる生

植物であって、試験管、フラスコ等の中で無菌的に培養かつそれらに封

入され、これらの項に掲げる検疫有害動植物が付着しない状態で輸入

される植物は、検疫措置要求植物等に該当しないものとする。 

 

８ （略） ８ （略）  

   

（輸入検査及び措置） （輸入検査及び措置）  

第５ （略） 第５ （略）  

２・３ （略） ２・３ （略）  

４ 植物防疫官は、輸入検査の結果、規則別表１の２の１の項及び３の項

から５の項まで並びに規則別表２の２の１の項及び２の項に掲げる検

疫有害動植物の付着を認めた場合は、前項の規定にかかわらず、自ら当

該植物を消毒し、又は輸入者若しくは管理者に消毒すべきことを命じ

ることができる。 

４ 植物防疫官は、輸入検査の結果、規則別表１の２の１の項及び３の項

から５の項まで並びに規則別表２の２の１の項、２の項及び７の項に

掲げる検疫有害動植物の付着を認めた場合は、前項の規定にかかわら

ず、自ら当該植物を消毒し、又は輸入者若しくは管理者に消毒すべきこ

とを命じることができる。 

 

   

別記２（第２関係） 別記２（第２関係）  
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規則別表２の２に掲げる植物に係る基準の実施に関する輸出国への要

求事項 

規則別表２の２に掲げる植物に係る基準の実施に関する輸出国への要

求事項 

 

 検疫有害動植物 要求事項   検疫有害動植物 要求事項   

 １～６ （略） （略）   １～６ （略） （略）   

 ７ 削除  （削る）   ７ Tuta absoluta（トマトキ

バガ） 

当該植物の収穫までの２か

月間、本害虫についてトラップ

による監視及び防除が十分に

行われたほ場（栽培施設を含

む。）で栽培され、定期的に栽培

地検査を行って本害虫の発生

がないことを確認し、その旨を

検査証明書に追記すること。 

  

 ８～38 （略） （略）   ８～38 （略） （略）   

 39 Clavibacter 

nebraskensis（トウモロコ

シ葉枯細菌病菌） 

（１）種子及び果実について 

親植物について、生育最

盛期に栽培地検査を行っ

て本細菌の発生がないこ

とを確認し、その旨を検査

証明書に追記すること。 

（２）生植物について 

本細菌の発生が確認さ

れていないほ場（栽培施設

を含む。）で栽培され、当該

植物の生育期間中に栽培

地検査を行って本細菌の

発生がないことを確認し、

  39 Clavibacter 

michiganensis subsp. 

nebraskensis（トウモロコ

シ葉枯細菌病菌） 

 

採種用の親植物について、生

育最盛期に栽培地検査を行っ

て本細菌の発生がないことを

確認し、その旨を検査証明書に

追記すること。 

（新設） 
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その旨を検査証明書に追

記すること。 

 40・41 （略） （略）   40・41 （略） （略）   
  

 
附 則 

この改正は、令和８年６月 18日から施行する。ただし、第１の７の改正規定中「32の項」の下に「、39の項」を加える部分及び別記２の 39項に

係る改正規定は、同年 12月 17日から施行する。 
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輸入禁止品に関する農林水産大臣の許可手続実施要綱（平成10年３月30日付け10農産第2441号農産園芸局長通達）一部改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（輸入禁止品から分離又は生成された微生物、動物、植物等の輸入許可条

件の解除） 

第18 （略） 

２・３ （略） 

４ 植物防疫所長は、２項の審査の結果、申請された許可条件解除対象物が

次の各号のいずれかに該当する場合は、申請された許可条件解除対象物

の許可条件を解除することができる。 

（１）（略） 

（２）輸入植物検疫規程（昭和25年農林省告示第206号。以下「規程」とい

う。）第９条に掲げる物であること。 

（３）植物防疫法施行規則別表１の第１の２の項及び第２の２の項の規定

に基づき、農林水産大臣が指定する有害動物及び有害植物を指定する件

（平成23年農林水産省告示第542号。別表１において「大臣が指定する有

害動植物」という。）の１の表の２の項及び２の表の２の項に掲げるもの

であること。 

（４）（略） 

５・６ （略） 

 

別表１（第２の１項及び第３関係） 

 輸入禁止品の区分 
輸入禁止品の

グループ名 

輸入禁止の対象 

Ａ （１）（略） 

（２）大臣が指定する有害動植物の２の表の１の項の（４）

の寄生植物 

 

 

 

（略） （略） 

（輸入禁止品から分離又は生成された微生物、動物、植物等の輸入許可条

件の解除） 

第18 （略） 

２・３ （略） 

４ 植物防疫所長は、２項の審査の結果、申請された許可条件解除対象物が

次の各号のいずれかに該当する場合は、申請された許可条件解除対象物

の許可条件を解除することができる。 

（１）（略） 

（２）輸入植物検疫規程（昭和25年７月８日農林省告示第206号。以下「規

程」という。）第９条に掲げる物であること。 

（３）植物防疫法施行規則別表１の第１の２の項及び第２の２の項の規定

に基づき、農林水産大臣が指定する有害動物及び有害植物を指定する件

（平成23年３月７日農林水産省告示第542号）１の表の２の項及び２の表

の２の項に掲げるものであること。 

 

（４）（略） 

５・６ （略） 

 

別表１（第２の１項及び第３関係） 

 輸入禁止品の区分 
輸入禁止品の

グループ名 

輸入禁止の対象 

Ａ （１）（略） 

（２）「植物防疫法施行規則別表１の第１の２の項の農林水

産大臣が指定する有害動物及び同表の第２の２の項の

農林水産大臣が指定する有害植物」（平成23年３月７日

農林水産省告示第542号。以下「大臣が指定する有害動

植物」という。）の２の表の１の項の（４）の寄生植物 

（略） （略） 
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備考 （略） 

 

別表４（第５の２） 

 植物防疫所の管轄地域 

 

［門司植物防疫所管内］ 

都道府県 地域 担当植物防疫所 

（略） （略） （略） 

熊本 全域 福岡支所 

熊本空港出張所 

（略） （略） （略） 

 

別表９（第 18の３項関係） 

輸入許可条件の解除に係る検査の方法 

区分 対象検疫有害動

植物 

試験研究等の過

程で生成された

植物の部分 

検査方法 

（略） （略） （略） （略） 

規則別表２の

２に掲げる植

物（同表に掲

げる基準に適

合しているも

のを除く。）に

対する検査の

方法 

（略） （略） （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） （削る） 

（略） （略） （略） 

Clavibacter 

nebraskensis 

（トウモロコシ

葉枯細菌病菌） 

生植物（種子及

び果実を含む。） 

全 量 に つ い

て、当該植物の

生育最盛期に検

査を行って本細

菌に侵されてい

備考 （略） 

 

別表４（第５の２） 

 植物防疫所の管轄地域 

 

［門司植物防疫所管内］ 

都道府県 地域 担当植物防疫所 

（略） （略） （略） 

熊本 全域 福岡支所 

八代出張所 

（略） （略） （略） 

 

別表９（第 18の３項関係） 

輸入許可条件の解除に係る検査の方法 

区分 対象検疫有害動

植物 

試験研究等の過

程で生成された

植物の部分 

検査方法 

（略） （略） （略） （略） 

規則別表２の

２に掲げる植

物（同表に掲

げる基準に適

合しているも

のを除く。）に

対する検査の

方法 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） 
Tuta absoluta 

（トマトキバ

ガ） 

生茎葉及び生果

実 

全 量 に つ い

て、当該植物の

生育期間中に検

査を行って本害

虫に侵されてい

ないことを確認

する。 

（略） （略） （略） 

Clavibacter 

michiganensis 

subsp. 

nebraskensis 
（トウモロコシ

種子 全 量 に つ い

て、採種用の親

植物の生育最盛

期に検査を行っ

て本細菌に侵さ
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ないことを確認

する。 

（略） （略） （略） 

注１～３ （略） 

 

別記様式７（第19関係） 

（略） 

備考（１）・（２） （略） 

  （３）輸入許可の用に係る区分には次の記号を記載すること。 

     試験研究の用は１、規則第６条の２第１号に係る用は２、同条第

２号に係る用は３、同条第３号に係る用は４、同条第４号に係る用

は５、同条第５号に係る用は６、同条第６号に係る用は７とする。 

 

 

別記様式第17（第20の19項関係） 

（略） 

備考（１）（略） 

  （２）譲受許可の用に係る区分には次の記号を記載すること。 

     試験研究の用は１、規則第６条の２第１号に係る用は２、同条第

２号に係る用は３、同条第３号に係る用は４、同条第４号に係る用

は５、同条第５号に係る用は６、同条第６号に係る用は７とする。 

 

 

別記様式22（第21の18関係） 

（略） 

備考（１）（略） 

  （２）利用許可の用に係る区分には次の記号を記載すること。 

     試験研究の用は１、規則第６条の２第１号に係る用は２、同条第

２号に係る用は３、同条第３号に係る用は４、同条第４号に係る用

は５、同条第５号に係る用は６、同条第６号に係る用は７とする。 

 

 

葉枯細菌病菌） れていないこと

を確認する。 

（略） （略） （略） 

注１～３ （略） 

 

別記様式７（第19関係） 

（略） 

備考（１）・（２） （略） 

  （３）輸入許可の用に係る区分には次の記号を記載すること。 

     試験研究の用は１、規則第６条の２第１号に係る用は２、同条第

２号に係る用は３、同条第第３号に係る用は４、同条第４号に係る

用は５、同条第５号に係る用は６、同条第６号に係る用は７とす

る。 

 

別記様式17（第20の19項） 

（略） 

備考（１）（略） 

  （２）譲受許可の用に係る区分には次の記号を記載すること。 

     試験研究の用は１、規則第６条の２第１号に係る用は２、同条第

２号に係る用は３、同条第第３号に係る用は４、同条第４号に係る

用は５、同条第５号に係る用は６、同条第６号に係る用は７とす

る。 

 

別記様式22（第21の18関係） 

（略） 

備考（１）（略） 

  （２）利用許可の用に係る区分には次の記号を記載すること。 

     試験研究の用は１、規則第６条の２第１号に係る用は２、同条第

２号に係る用は３、同条第第３号に係る用は４、同条第４号に係る

用は５、同条第５号に係る用は６、同条第６号に係る用は７とす

る。 
  

   附 則 
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この通知は、令和８年６月18日から施行する。ただし、別表９Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis（トウモロコシ葉枯細菌病菌）の項の改

正規定は、同年12月17日から施行する。 

 


